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研究成果の概要（和文）：団体関係の終了に関するドイツ法との比較法研究の結果、団体設立行

為の特性を、契約と連続的に捉える立場と、峻別して捉える立場があり、両者それぞれが固有

の問題点を抱えることを明らかにした。具体的には、前者は、事実的契約関係論の系譜を受け

継いでいる側面があり、契約関係を基礎にする必要性自体が放棄される危険があった。しかも、

この危険は、団体関係を超えて、継続的契約関係一般に拡張される危険も存在していた。後者

は、契約と団体をどのように境界設定するかが、問題となっていた。 
 
研究成果の概要（英文）：As a result of comparative study with German Law about association 
law in case of dissolution, this research clarified that there can be two opposite 
approaches regarding the relationship between association law and contract law, and that 
either has its own difficulties. The one approach came from the theory of factual contract 
so that the necessity that contracts should be based on may be abandoned as a whole. 
Moreover this risk could expand over the field of association law. Another approach has 
difficulties in drawing a line between associations and contracts. 
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１．研究開始当初の背景 
 
(1)団体設立行為の特殊性 
 
 組合設立行為を含めるか否かには争いが
あるものの、合同行為ないし団体設立行為は、
一方で、法律行為概念の下にまとめられてき
た。そして、典型的な法律行為である契約と

の関係で、概念理解以外での違いが指摘され
ることは少ない。他方で、その解消の際に通
常の契約との対比で特殊の取扱を受けると
考えられてきた。つまり、無効や取消と言っ
た法律行為一般に適用される規定の取扱で、
違いが生じるとされてきた。たとえば、不対
判例であるが、合資会社の設立行為が合同行
為だとして、民法 94 条の適用可能性を否定
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した大審院判例が存在する（大判昭和 7 年 4
月 19 日民集 11 巻 837 頁）。 
このような効果との関係で合同行為とは

何かは、十分に明らかにされてこなかった。
つまり、団体法に特殊の効果が認められつつ
も、その要件は必ずしも明らかではなかった。 

 
(2)団体設立行為と債権法改正 

 
この問題は、債権法改正で導入される可能

性のある約款規制との関係で、新たな不安定
性を生じさせる可能性があった。というのは、
ドイツでは約款規制は、団体設立行為に及ば
ないと法律の明文で定められているからで
ある。そして、日本の約款規制は、ドイツの
影響を強く受けている以上、同様の適用除外
が認められる余地がある。しかし、団体設立
行為とは何かはっきりしなければ、このよう
な適用排除の範囲を合理的に定めることが
できなくなる。 
また、債権法改正では、組合の設立行為の

無効・取消制限も、議論の対象となっている。
つまり、対外的な取引の開始以降は、無効や
取消の主張が制限される方向で、議論が進め
られている。しかし、法律行為の無効や遡及
的消滅による不都合が生じるのは、その他の
継続的契約であっても同様である。これらと
区別して、債権法改正の議論で強調されてい
るのは、組合の「団体的性格」というあいま
いな理由付けでしかない。 
 つまり、団体とそれ以外で、効果の面で線
引きを行なうか、行なうとしてどこで行なう
かという問題を、債権法改正は抱えている。 
 
(3)「団体」とは何かの不明確さ 
 
 では、「団体」とは何かを明らかにするこ
とによって、この問題に対処できるだろうか。 
 ここで想起する必要があるのは、民法上の
団体に関する議論が、社団と組合との線引き
に関して行なわれてきたこと、および、団体
の典型は社団だと考えられてきたことであ
る。そして、社団とは何かをアプリオリに、
概念的に決めることは近時の有力説によっ
て徹底的に批判されている。つまり、社団は、
これに特殊な効果との関係で具体的に要件
設定されるべきだというのである。 
 このような近時の有力説の態度を徹底さ
せるならば、社団を典型とする「団体」概念
それ自体も、アプリオリに定められるもので
はなく、むしろ、効果の面から具体的に定め
るべきことになるはずである。ひいては、上
記(2)の問題も、効果の面から線引きの有無と
場所が決定されるべきことになる。 
 
２．研究の目的 
 

(1)研究背景との関係 
 
 上記１のような背景に基づき、団体設立行
為ないし合同行為とは何かを明らかにする
こと、とりわけその他の契約と要件面で何が
区別されるのかを、具体的効果との関係で明
らかにすること、これらが、本研究の目的で
あった。 
  
(2)研究代表者の先行研究との関係 
 
 研究代表者は、上記１の(3)の問題意識を、
団体設立行為の成立面に当てはめる研究を
行なってきた。しかし、法律行為の成立と有
効性は密接な関係があり、先行研究は有効性
に関する研究によって補われる必要があっ
た。本研究は、このような研究代表者の先行
研究を補充するものとして位置づけられる。 
 
３．研究の方法 
 
(1)問題分析の視点 
 
 まず、解消の場面で通常の契約とは違う特
殊の効果が団体に認められることを考察の
出発点においた。その上で、この効果が認め
られるのはなぜか、この効果が認められるべ
き範囲はどこまでかを明らかにしていく方
法を採用した。この方法は、１の(3)で述べ
た、団体関係の議論に関する近時の有力説の
態度を一貫して発展させたものである。 
 
(2)分析の範囲 
 
 この方法論を、ドイツ法との比較法に当て
はめた。ドイツ法を選択した理由は、研究の
目的で掲げたトピックに関して議論の蓄積
があること、合同行為概念がドイツから来て
いること、約款規制に関する適用除外のよう
に現在でも団体の特殊性がドイツでは根強
く影響を持っていることである。 
 
４．研究成果 
 
(1)ドイツ法の分析結果 
 
①二つのアプローチの存在 
 
 ドイツ法を分析した結果、団体設立行為の
解消を理論的に説明するに際して、二つのま
ったく異なる立場からのアプローチが存在
していることを、明らかにした。 
 一つは、解消に関する団体の特殊性を、機
能的に類似したその他の契約との関係では
認めないアプローチである（以下、Ａ説）。
この説は、判例や伝統的学説によって採用さ
れている。そして、事実的契約関係の系譜を



 

 

受け継いでいる。 
 もう一つは、そうした特殊性を、特に権利
能力を有する団体に関して前面に押し出す
アプローチである（以下、Ｂ説）。この説は、
民法上の外的組合にも権利能力を認めるべ
きと主張する、近時の有力説によって採用さ
れている。そして、連邦通常裁判所も、最近
の判決で、民法上の外的組合に権利能力を認
めており、この説に移行する可能性がある。 
 
②二つのアプローチの違い 
 
 様々に説が対立しているのは、人的一部無
効の扱い、公序良俗違反の扱い、制限行為能
力の扱い、無効原因・取消原因と解散原因と
の関係、そして、匿名組合・内的組合の扱い
などがある。 
 人的一部無効に関しては、古典的には属人
的関係であることを強調して、全部無効にな
るのが原則であると考える説があった。しか
し、現在では、判例・学説ともに、人的一部
無効はその範囲でのみ一部無効をもたらす
に過ぎないと考えられている。 
 公序良俗違反は、この違反を伴う行為を法
的に承認すると法秩序の自己矛盾となるこ
とを理由に、無効の効力を貫徹するのが伝統
的通説・判例である。しかし、Ｂ説を主張す
る最近の論者の一部には、無効にしても考慮
良俗違反前の状態にもとるわけではないこ
と、公序良俗違反行為の統制は公法でも行え
ることを強調して、無効を認めない見解も登
場している。 
 制限行為能力に関しては、無効や取消しの
効力を貫徹する見解が多い。しかし、この点
に関しても、Ｂ説を主張する最近の見解の一
部には、民法 1629a 条による未成年者保護に
よって、上記のような効力の貫徹は不要にな
ったと主張する見解も登場している。 
 無効原因・取消原因と解散原因との関係に
ついては、前者があれば後者の判断は不必要
という見解と、前者は解散の時点で後者を判
断する際の一考慮要素になるに過ぎないと
する見解がある。Ａ説の中で、特に事実的契
約関係論を強調する見解は、法律行為的な基
礎が完全に不必要だと考える以上、無効原因
や取消原因を解散原因に直結させない見解
をとる傾向がある。しかし、これも程度問題
である。 
 以上のように、Ａ説とＢ説のいずれをとる
かは、必ずしも様々な効果の線引きには直結
していない。しかし、匿名組合・内的組合の
取扱については事情が異なる。これらは出資
と利益分配という機能面では外的組合と異
ならないものの、権利能力がない点で、外的
組合とは異なる。Ａ説は匿名組合や内的組合
を、共同活動の実体があれば、外的組合と等
しく扱う。これに対して、Ｂ説は截然たる区

別を行なう。 
 Ａ説は、団体関係をその他の契約関係と区
別しなくてよい点で、ともすれば困難なそれ
らの区別を避けることができるメリットが
ある。このメリットは、判例によって強調さ
れている。他方で、Ａ説は事実的契約関係の
系譜を受け継いでいることからわかるよう
に、契約自体を不必要と考えかねない危険を
内在している。しかも、この危険は、団体関
係を超えて、継続的契約関係などの契約一般
に広がる危険性を持っている。これに対して、
Ｂ説は、権利能力が認められるべき関係とは
何かを確定しなければならない困難を伴う。 
 
(2)日本法への示唆 
 
 この分析の結果、日本法の選択肢としても、
少なくとも二つ、つまり無効や取消に関する
特殊性を、(1)外的組合にしか認めない選択
肢と、(2)内的組合にも認める選択肢があり
得ることがわかる。債権法改正の方向性は、
(2)に近い。このような立場が、日本法の他
の領域、とりわけ継続的債務関係に影響を及
ぼさないのかは、今後の検討課題である。 
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